
 
平成２７年１０月３０日 

消 防 庁 

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）に対する意見募集 

 

消防庁は、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）の内容について、平成 27

年 10月 31日から平成 27年 12月１日までの間、意見を募集します。 

 

１ 改正内容 

現状、航空機給油取扱所において給油ホース車又は給油タンク車が航空機に給油を行う際、給

油時に発生する静電気を原因とする火災対策として、接地電極を使った給油設備等の接地（アー

ス）及び給油設備等と航空機を電気的に接続すること（ボンディング）が定められています。 

 今回の改正省令（案）の主な改正事項は、接地電極を使った給油設備等の接地に関する義務付 

けを削除するものです。 

 

２ 意見募集対象及び意見募集要領 

○ 意見募集対象 

 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案） 

○ 詳細については、別紙の意見募集要領を御覧ください。 

 

３ 意見募集の期限 

平成 27年 12月１日（火）（必着）（郵送についても、募集期間内必着とします。） 

 

４ 今後の予定 

皆様から寄せられた御意見を検討した上で、速やかに当該省令を公布・施行する予定です。 

 
（連絡先） 

消防庁危険物保安室  

担当：白石課長補佐、後藤事務官 

 T E L：０３－５２５３－７５２４（直通） 

 F A X：０３－５２５３－７５３４ 

 Mail：fdma.hoanshitsu@soumu.go.jp 

 



 

 

 

 

 

 

平 成 2 7 年 1 0 月 

消防庁危険物保安室  

 

【改正理由】 

現在、航空機給油取扱所において給油ホース車又は給油タンク車が航空機に

給油を行う際、給油時に発生する静電気を原因とする火災対策として、接地電

極を使った給油設備等の接地（以下「アース」という。）とともに、給油設備

等と航空機を電気的に接続すること（以下「ボンディング」という。）が法令

上定められている。今般、国際的動向を踏まえ、ボンディングが行われていれ

ば航空機給油時の静電気対策として安全性に問題がないことから、アースの義

務付けを削除するよう整備するものである。 

 

【内容】 

危険物の規制に関する規則（昭和 34 年総理府令第 55 号。以下「省令」とい

う。）第 26 条第３項第６号ヘ及び同項第７号に規定される給油設備が給油配

管及び給油ホース車又は給油タンク車である場合の接地電極の設置に関する

義務付けを削除するとともに、同項第６号ホ及び第 40 条の３の７第１項第５

号中の接地が航空機と電気的に接続する方法であることを規定するよう改正

するものである。 

 

【施行期日】 

公布の日 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）について 



意見募集要領

１ 意見募集対象

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）

２ 資料入手方法

意見募集対象となる省令案については、電子政府の総合窓口（e-Gov）（「パブリック

コメント」欄（http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public）に掲載するとともに、連

絡先窓口において閲覧に供することとします。

３ 意見提出方法

電子メール本文（下記（１）の場合）、意見書（別紙様式）（下記（２）～（３）の

場合）又は意見提出フォーム（下記（４）の場合）に氏名及び住所（法人又は団体の場

合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）並びに連絡先（電話番号又は電

子メールアドレス）を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出

してください。

御記入いただいた氏名及び住所（法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主

たる事務所の所在地）並びに連絡先（電話番号又は電子メールアドレス）は、提出意見

の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。

なお、御意見を正確に把握する必要があるため、電話による御意見は御遠慮願います。

（１）電子メールを利用する場合

電子メールアドレス： fdma.hoanshitsu@soumu.go.jp

消防庁危険物保安室あて

※ 意見の内容はメール本文に記載して送付してください（コンピュータウィルス

対策のため、添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。）。

（２）郵送する場合

〒１００－８９２７ 東京都千代田区霞が関２－１－２

消防庁危険物保安室あて

別途、意見の内容を保存した磁気ディスクを添えて提出いただくようお願いする

場合があります。その場合の磁気ディスクの条件等は、次のとおりです。

○磁気ディスク：３．５インチ、２ＨＤ

○フォーマット形式：１．４４ＭＢのＭＳ－ＤＯＳフォーマット

○ファイル形式：テキストファイル、マイクロソフトＷｏｒｄファイル又はジャス

トシステム社一太郎ファイル（他のファイル形式とする場合は、

担当までお問合せください。）

磁気ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼付

してください。なお、送付いただいた磁気ディスクについては、返却できませんの

であらかじめ御了承願います。



（３）ＦＡＸを利用する場合

ＦＡＸ番号：０３－５２５３－７５３４

消防庁危険物保安室あて

※担当に電話連絡後、送付してください。

なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。

（４）電子政府の総合窓口[e-Gov]を利用する場合

電子政府の総合窓口「e-Gov」（ http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public）

の意見提出フォームから御提出ください。

なお、添付ファイルは利用できません。

４ 意見提出期限

平成２７年１２月１日（火）（郵送の場合についても、同日必着）

５ 留意事項

意見が１，０００字を超える場合、その内容の要旨を添付してください（e-Govの意

見提出フォームを利用する場合は、意見本文の冒頭に要旨を記載してください。）。

提出されました意見は、電子政府の総合窓口（e-Gov）（「パブリックコメント」欄)

に掲載するほか、消防庁危険物保安室において配布します。

なお、御提出いただいた記載内容は、連絡先を除き、すべて公開される可能性がある

ことを御承知おき願います（匿名希望及び御意見も含めた全体について非公表を希望す

る場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。）。また、御意見に対しての個別

回答は致しかねますので、その旨御了承願います。

６ お問い合わせ先

消防庁危険物保安室（担当：白石、後藤）

電話：０３－５２５３－７５２４

F A X：０３－５２５３－７５３４

電子メール： fdma.hoanshitsu@soumu.go.jp



様式 

意 見 書 

 

平成  年  月  日 

 

消防庁危険物保安室 あて 

 

郵 便 番 号：〒             

（ふりがな） 

住    所：              

（ふりがな） 

氏名（注１） ：               

電 話 番 号：              

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：              

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）に関し、以下のとおり意見を提出いた

します。 

 

（以下に意見を記載する。別紙に記載する場合は「別紙に記載」と記載し、意見を記載した別紙

を添付する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。 

注２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。別紙にはページ番号を記載すること。 
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三

項

第

二

号

に

掲

げ

る

給

油

取

扱

所

（

以

下

こ

の

条

及

び

第

四

十

条

の

三

の

八

に

お

い

て

「

取

扱

所

（

以

下

こ

の

条

及

び

第

四

十

条

の

三

の

八

に

お

い

て

「

船

舶

給

油

取

扱

所

」

と

い

う

。)

に

係

る

令

第

十

七

条

第

三

項

船

舶

給

油

取

扱

所

」

と

い

う

。)

に

係

る

令

第

十

七

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

同

条

第

一

項

及

び

第

二

項

に

掲

げ

る

基

準

の

特

の

規

定

に

よ

る

同

条

第

一

項

及

び

第

二

項

に

掲

げ

る

基

準

の

特

例

は

、

こ

の

条

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

例

は

、

こ

の

条

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

２

船

舶

給

油

取

扱

所

に

つ

い

て

は

、

令

第

十

七

条

第

一

項

第

一

２

船

舶

給

油

取

扱

所

に

つ

い

て

は

、

令

第

十

七

条

第

一

項

第

一

号

、

第

二

号

、

第

四

号

（

給

油

空

地

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

号

、

第

二

号

、

第

四

号

（

給

油

空

地

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

、

第

五

号

（

給

油

空

地

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

、

第

七

号

た

、

第

五

号

（

給

油

空

地

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

、

第

七

号

た

だ

し

書

、

第

九

号

、

第

十

号

（

給

油

ホ

ー

ス

の

長

さ

に

係

る

部

だ

し

書

、

第

九

号

、

第

十

号

（

給

油

ホ

ー

ス

の

長

さ

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

及

び

第

十

九

号

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

分

に

限

る

。

）

及

び

第

十

九

号

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

３

前

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

船

舶

給

油

取

扱

所

の

特

例

は

３

前

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

船

舶

給

油

取

扱

所

の

特

例

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

一

～

五

（

略

）

一

～

五

（

略

）

六

給

油

設

備

が

給

油

タ

ン

ク

車

で

あ

る

船

舶

給

油

取

扱

所

に

六

給

油

設

備

が

給

油

タ

ン

ク

車

で

あ

る

船

舶

給

油

取

扱

所

は

は

、

静

電

気

を

有

効

に

除

去

す

る

た

め

の

接

地

電

極

を

設

け

、

前

条

第

三

項

第

七

号

の

規

定

の

例

に

よ

る

ほ

か

、

給

油

タ

る

と

と

も

に

、

給

油

タ

ン

ク

車

が

転

落

し

な

い

よ

う

に

す

る

ン

ク

車

が

転

落

し

な

い

よ

う

に

す

る

た

め

の

措

置

を

講

ず

る

た

め

の

措

置

を

講

ず

る

こ

と

。

こ

と

。

（

航

空

機

給

油

取

扱

所

に

お

け

る

取

扱

い

の

基

準

）

（

航

空

機

給

油

取

扱

所

に

お

け

る

取

扱

い

の

基

準

）

第

四

十

条

の

三

の

七

令

第

二

十

七

条

第

六

項

第

一

号

の

二

の

規

第

四

十

条

の

三

の

七

令

第

二

十

七

条

第

六

項

第

一

号

の

二

の

規

定

に

よ

る

航

空

機

給

油

取

扱

所

に

お

け

る

取

扱

い

の

基

準

は

、

定

に

よ

る

航

空

機

給

油

取

扱

所

に

お

け

る

取

扱

い

の

基

準

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

次

の

と

お

り

と

す

る

。

一

～

四

（

略

）

一

～

四

（

略

）

五

給

油

ホ

ー

ス

車

又

は

給

油

タ

ン

ク

車

で

給

油

す

る

と

き

は

五

給

油

ホ

ー

ス

車

又

は

給

油

タ

ン

ク

車

で

給

油

す

る

と

き

は

、

給

油

ホ

ー

ス

車

の

ホ

ー

ス

機

器

又

は

給

油

タ

ン

ク

車

の

給

油

、

給

油

ホ

ー

ス

車

の

ホ

ー

ス

機

器

又

は

給

油

タ

ン

ク

車

の

給

油



設

備

を

航

空

機

と

電

気

的

に

接

続

す

る

こ

と

に

よ

り

接

地

す

る

設

備

を

接

地

す

る

と

と

も

に

、

航

空

機

と

電

気

的

に

接

続

す

る

こ

と

。

こ

と

。
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